
 

 

知障専
ちしょうせん

Ｑ＆Ａ（令和８年度版） 
                                           

                                       

Ｑ１．「知障専」って何ですか？  

 

Ａ．正式名称は「宮城県特別支援教育研究会知的障害教育専門部」です。 

 知障専は「宮城県特別支援教育研究会（略称：宮特研）」の下部組織に当たり、県内小・中学校の知的

障害特別支援学級担任及び知的障害特別支援学校、本会の主旨に賛同する者で構成される任意団体です。

宮特研には、知障専のほかに「視覚専（視覚障害教育専門部）」「聴覚専（聴覚障害教育専門部）」「肢

病専（肢体不自由病弱教育専門部）」「自情専（自閉症・情緒障害教育専門部）」「言語専（言語障害教

育専門部）」「発達専（発達障害教育専門部）」があります。宮特研は全日本特別支援教育研究連盟（略

称：全特連）の加盟団体でもあります。 

令和 7年度 宮城県内 知的障害学級設置校 並びに 設置学級数 

校 種 設置学校数 設置学級数 備考 

１ 小学校 ３１６校 ４１７学級  

２ 中学校 １６９校 １９０学級  

３ 義務教育学校   ５校 １５学級  

４ 特別支援学校  ２１校 ５５９学級 高等部まで 

計 ５１１校 １１７８学級  

  

※ 全特連：特別な教育的支援を必要とする、知的障害等発達障害のある幼児・児童生徒の教育の発展と、実

践研究の推進に寄与することを目的としています。理事長には明官茂先生（明星大学教授）、副理事長に

は全国特別支援学校知的障害教育校長会長、全国特別支援学級設置学校長協会長が名を連ねる、障害等の

ために特別な教育的ニーズのある子どもの教育にかかわる教師等の任意団体です。全国５２の都道府県市

関係団体で構成される連合体です。 

 

Ｑ２．知障専はどんな活動をしているのですか？ 

 

Ａ．次の活動を行っています。 

 １）研修会の開催……「知障専研究協議会」（毎年１回、夏季休業中）、宮特研「夏季研究会」 

・ 第４６回知障専部研究協議会を（令和 7年 8月 19日）実施しました。 

・ 宮特研夏季研究会（令和 7年 7月 25日）知障専部会として講座を運営しました。 

 ２）研修会の講演会記録や話題提供資料の収集と提供等 

  （１）知障専ホームページを通しての資料提供 

    ・各地区の活動や支援学校の研究についての資料、また、知障専研究協議会の資料の公開 

  （２）知的障害教育の手引き（知障専オリジナル） 

    ・ これまで次のような手引きを発刊しました。詳細は、事務局まで問い合わせ願います。 

      第１８集：豊かな明日のために－進路指導の実際－（平成 11年 3月発刊） 

      第１９集：宮城の「自立活動・総合的な学習の時間」実践ガイド（平成 17年 3月発刊） 

      第２０集：みんなで進めよう！ 宮城の特別支援教育（平成 20年 9月発刊） 

第２１集：ニーズをはぐくもう！宮城の進路支援（平成 24 年 3 月発行） 

第２２集：やさしい 学習指導案の書き方Ⅱ（平成 26 年 3 月発行） 
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３）表 彰 

  ・優秀な研究を発表された学校・個人に研究奨励賞を贈呈しています。 

  ・功労による表彰は廃止することになりました（令和６年度第１回運営委員会で決定）。 

 ４）ホームページによる情報提供等（平成１５年７月開設） 

  ・令和６、７年度の事務局は、宮城県立気仙沼支援学校となります。知障専のホームページも６、７年

度については、気仙沼支援学校ホームページ内に設置しています。令和 8、9年度につきましては、事

務局が角田支援学校へ移りますので、ホームページも変更になりますのでご了承ください。 

・各地区の活動や支援学校の研究についての資料、また、知障専研究協議会の資料の公開をしています。 

 ５）地区・特別支援学校作成の研究資料（紀要、集録等）収集 

  ・運営委員会や研究協議会の折に御覧いただいております。 

 

Ｑ３．負担金があるそうですが、いくらですか？ 

 

Ａ．令和７年度の負担金は一学級当たり２５０円 

  

  令和７年度の負担金は上記の通りとなります。（負担金の額が令和７年度から変更になっています。）  

 

Ｑ４．負担金の納入方法等についてはどうなっていますか？ 

 

Ａ．負担金の支払い方法は学校によって異なります（下記）。また、負担金の納入方法は８月頃に各学校 

  へお知らせする予定です。 

  負担金未納の学校へは、刊行物等をお送りできない場合などがありますので御承知願います。 

    自治体が負担する学校（市町村単位でまとめて支払う） 

    ＰＴＡ会費や学級費等から支出している学校 

    担任が個人で負担している学校、など 

 

Ｑ５．知障専の事務局はどこにあるのですか？ 

 

Ａ．事務局は宮城県立角田支援学校内にあります。 

   負担金のことや手引きの購入のことなど、不明なことがございましたら、下記まで問い合わせ願い 

  ます。なお、誠に勝手ながら、問い合わせはできるだけ午後３時以降にお願いいたします。 

宮城県特別支援教育研究会知的障害教育専門部事務局 

宮城県立角田支援学校 

       ・住 所：〒981-1503 角田市島田字御蔵林２４－１ 

       ・ＴＥＬ：０２２４－６３－２５５５ ・ＦＡＸ：０２２４－６２－５６１２ 

       ・M a i l：koumyo-chi@od.myswan.ed.jp（角田支援学校につきます） 

       ・担 当 ： 教頭 （  ）  教諭 （  ） 
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２５０円 全国特別支援教育研究連盟分担金 

０円 宮城県特別支援教育研究会費（知障専運営費） 
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